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○

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
五
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務

第
十
五
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務

を
行
う
。

を
行
う
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

農
業
競
争
力
強
化
支
援
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

号
）
第

（
新
設
）

二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
。

十
七
～
二
十
四

（
略
）

十
六
～
二
十
三

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
業
務
の
委
託
）

（
業
務
の
委
託
）

第
十
七
条

機
構
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
金
融
機
関
に
対
し
、
次

第
十
七
条

機
構
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
金
融
機
関
に
対
し
、
次

に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
の
二
ま
で
、
第
十
五
号
及
び
第

三

第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
の
二
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲

十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
債
務
の
保
証
に
関
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
に

げ
る
業
務
の
う
ち
債
務
の
保
証
に
関
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業

附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

務
を
含
む
。
）

四
～
八

（
略
）

四
～
八

（
略
）

２

機
構
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
事

２

機
構
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
事

業
協
同
組
合
そ
の
他
の
事
業
者
の
団
体
に
対
し
、
前
項
第
五
号
及
び
第
七
号

業
協
同
組
合
そ
の
他
の
事
業
者
の
団
体
に
対
し
、
前
項
第
五
号
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ

に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ

る
業
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
共
済
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
連
す
る

る
業
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
共
済
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
連
す
る

同
条
第
一
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
共
済
事
業
及
び
共
済
事
業

同
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
共
済
事
業
及
び
共
済
事
業

に
関
連
す
る
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ

に
関
連
す
る
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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（
区
分
経
理
）

（
区
分
経
理
）

第
十
八
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ

第
十
八
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ

勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
、
同
項
第

一

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
、
同
項
第

八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
（
そ
れ
ぞ
れ
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
（
そ
れ
ぞ
れ
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
（
産
業
競
争
力
強
化
法
第
百
十
七
条
第

、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
（
産
業
競
争
力
強
化
法
第
百
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
協
力
及
び
同
法
第
百
三
十
三
条
に
規
定
す
る
出
資
そ
の

一
項
に
規
定
す
る
協
力
及
び
同
法
第
百
三
十
三
条
に
規
定
す
る
出
資
そ
の

他
の
業
務
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
第
十
九
号
か
ら
第
二
十

他
の
業
務
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
第
十
八
号
か
ら
第
二
十

二
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
同
項
第
二
十
三
号

一
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
同
項
第
二
十
二
号

に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第

に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務

二

第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
業

二

第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
、
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
業

務
（
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限

務
（
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限

る
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
（
中
小
企
業
等
経
営

る
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
（
中
小
企
業
等
経
営

強
化
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
九
号
の
二
に

強
化
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
九
号
の
二
に

掲
げ
る
業
務
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を

掲
げ
る
業
務
及
び
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の

除
く
。
）
及
び
同
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す

を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
同
項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
業

る
同
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

三

第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
特
別
会

三

第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
特
別
会

計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
規
定

計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
規
定

に
よ
る
産
業
の
開
発
の
た
め
に
国
の
財
政
資
金
を
も
っ
て
行
う
出
資
に
関

に
よ
る
産
業
の
開
発
の
た
め
に
国
の
財
政
資
金
を
も
っ
て
行
う
出
資
に
関

す
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
第
十
五
条
第
一
項
第
二
十
三
号
に

す
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
第
十
五
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に

掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
五

掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
五

号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務

号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務

四

第
十
五
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
同

四

第
十
五
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
同

項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に

項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に

同
条
第
二
項
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務

同
条
第
二
項
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務

五

第
十
五
条
第
一
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
同

五

第
十
五
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
同

項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

項
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
第
二
種
信
用
基
金
）

（
第
二
種
信
用
基
金
）

第
二
十
一
条

機
構
は
、
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
、
第
九
号
の
二

第
二
十
一
条

機
構
は
、
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
、
第
九
号
の
二

、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
債
務
の
保
証
に
関
す
る

及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
債
務
の
保
証
に
関
す
る
も
の
並
び
に

も
の
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
第
二
種
信
用
基
金
を
設
け

こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
第
二
種
信
用
基
金
を
設
け
、
廃
止
法
附

、
廃
止
法
附
則
第
四
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
信
用
基
金
に
充
て

則
第
四
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
信
用
基
金
に
充
て
る
べ
き
も
の

る
べ
き
も
の
と
し
て
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
、
同
条

と
し
て
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
、
同
条
第
十
四
項
の

第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
信
用
基
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
政

規
定
に
よ
り
第
二
種
信
用
基
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
府
以
外
の
者

府
以
外
の
者
か
ら
出
え
ん
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
及
び
第
六
条
第
二

か
ら
出
え
ん
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
及
び
第
六
条
第
二
項
後
段
の
規

項
後
段
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
信
用
基
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
府

定
に
よ
り
第
二
種
信
用
基
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
府
が
示
し
た
金

が
示
し
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の

額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
長
期
借
入
金
及
び
中
小
企
業
基
盤
整
備
債
券
）

（
長
期
借
入
金
及
び
中
小
企
業
基
盤
整
備
債
券
）

第
二
十
二
条

機
構
は
、
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
、
同
項
第

第
二
十
二
条

機
構
は
、
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
、
同
項
第

八
号
に
掲
げ
る
業
務
（
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

八
号
に
掲
げ
る
業
務
（
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
（
中

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
（
中

小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る

小
企
業
等
経
営
強
化
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る

。
）
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
八
号
に
掲
げ
る
業
務
に

。
）
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
に

必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借

必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借

入
金
を
し
、
又
は
中
小
企
業
基
盤
整
備
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）

入
金
を
し
、
又
は
中
小
企
業
基
盤
整
備
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）

を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

附

則

附

則

（
業
務
の
特
例
に
係
る
予
算
等
の
特
例
）

（
業
務
の
特
例
に
係
る
予
算
等
の
特
例
）

第
十
四
条

附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

第
十
四
条

附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で
並
び
に
第
七
条
か
ら
第
八
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
業
務
を

ま
で
並
び
に
第
七
条
か
ら
第
八
条
の
六
ま
で
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
業
務
を

行
う
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
法
律
の
規
定
中
同
表
の
中

行
う
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
法
律
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
ほ
か

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
ほ
か

、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
第
一

並
び
に
第
十
五
条

、
第
十
五
条
第
一
項
第
十
九
号

第
十
八
条
第
一

並
び
に
第
十
五
条

、
第
十
五
条
第
一
項
第
十
八
号

項
第
一
号

第
一
項
第
十
九
号

か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
掲
げ

項
第
一
号

第
一
項
第
十
八
号

か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
に
掲
げ

か
ら
第
二
十
二
号

る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条
の

か
ら
第
二
十
一
号

る
業
務
並
び
に
附
則
第
八
条
の

ま
で
に
掲
げ
る
業

二
及
び
第
八
条
の
四
の
業
務
（

ま
で
に
掲
げ
る
業

二
及
び
第
八
条
の
四
の
業
務
（

務

そ
れ
ぞ
れ
第
三
号
に
掲
げ
る
も

務

そ
れ
ぞ
れ
第
三
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
二
条
第

第
十
八
号
に
掲
げ

第
十
八
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び

第
二
十
二
条
第

第
十
七
号
に
掲
げ

第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び

一
項

る
業
務

に
附
則
第
五
条
第
一
項
、
第
六

一
項

る
業
務

に
附
則
第
五
条
第
一
項
、
第
六

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
八
条
及
び
第
八
条
の
二
の
業

第
八
条
及
び
第
八
条
の
二
の
業

務
並
び
に
附
則
第
八
条
の
四
第

務
並
び
に
附
則
第
八
条
の
四
第

一
項
の
業
務
（
旧
特
定
産
業
集

一
項
の
業
務
（
旧
特
定
産
業
集

積
活
性
化
法
第
十
一
条
第
一
項

積
活
性
化
法
第
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

印
紙
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
三

非
課
税
文
書
の
表
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
三

非
課
税
文
書
の
表
（
第
五
条
関
係
）

文

書

名

作

成

者

文

書

名

作

成

者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十

基
盤
整
備
機
構

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十

基
盤
整
備
機
構

五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第

五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第

五
号
ロ
及
び
ハ
、
第
六
号
、
第
八
号
（
中
心

五
号
ロ
及
び
ハ
、
第
六
号
、
第
八
号
（
中
心

市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項

年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
特
定
の
地
域
に
お
け
る
施
設

の
規
定
に
よ
る
特
定
の
地
域
に
お
け
る
施
設

の
整
備
等
の
業
務
に
限
る
。
）
、
第
九
号
（

の
整
備
等
の
業
務
に
限
る
。
）
、
第
九
号
（

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
十
八
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定

律
第
十
八
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
特
定
の
地
域
に
お
け
る
工
場
又
は
事

に
よ
る
特
定
の
地
域
に
お
け
る
工
場
又
は
事

業
場
の
整
備
、
出
資
等
の
業
務
に
限
る
。
）

業
場
の
整
備
、
出
資
等
の
業
務
に
限
る
。
）

、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
七
号
並
び

、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
並
び

に
第
十
八
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
独
立
行

に
第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
独
立
行

政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
第
十
五

政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
第
十
五

条
第
二
項
（
業
務
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
業
務

条
第
二
項
（
業
務
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
業
務

（
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

（
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
（
公
団
の
工
業
再

並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
（
公
団
の
工
業
再

配
置
等
業
務
に
係
る
業
務
の
特
例
）
の
業
務

配
置
等
業
務
に
係
る
業
務
の
特
例
）
の
業
務

（
同
条
第
一
項
第
五
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

（
同
条
第
一
項
第
五
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

げ
る
業
務
を
除
く
。
）
、
同
法
附
則
第
六
条

げ
る
業
務
を
除
く
。
）
、
同
法
附
則
第
六
条

（
公
団
の
産
炭
地
域
経
過
業
務
に
係
る
業
務

（
公
団
の
産
炭
地
域
経
過
業
務
に
係
る
業
務

の
特
例
）
の
業
務
、
同
法
附
則
第
八
条
（
旧

の
特
例
）
の
業
務
、
同
法
附
則
第
八
条
（
旧
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繊
維
法
に
係
る
業
務
の
特
例
）
の
業
務
並
び

繊
維
法
に
係
る
業
務
の
特
例
）
の
業
務
並
び

に
同
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
（
旧
新
事

に
同
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
（
旧
新
事

業
創
出
促
進
法
に
係
る
業
務
の
特
例
）
及
び

業
創
出
促
進
法
に
係
る
業
務
の
特
例
）
及
び

第
八
条
の
四
第
一
項
（
旧
特
定
産
業
集
積
活

第
八
条
の
四
第
一
項
（
旧
特
定
産
業
集
積
活

性
化
法
に
係
る
業
務
の
特
例
）
の
業
務
に
関

性
化
法
に
係
る
業
務
の
特
例
）
の
業
務
に
関

す
る
文
書

す
る
文
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


